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令和３年 鰺ヶ沢町農業委員会 

第３回定例総会会議録 
 

令和３年３月１１日（木）午前１０時００分開議 

鰺ヶ沢町役場 ３階第４委員会室 

 

 

 

 

 

１． 開会 

 

２． 会期の決定 

 

３． 会議録署名者の指名及び書記の任命 

 

４． 諸般の報告 

 

５． 議案の上程 

 

６． 議案の審議（許可・承認） 

 

７． 閉会 
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◎出席委員 １２名 

１番 兼岡 正英 

３番 三上 三樹 

４番 佐藤 松子 

５番 木村 暢子 

６番 木村 賢一 

７番 工藤 修二 

８番 工藤 文信 

９番 井上 豊久 

１０番 兼平 昭光 

１１番 對馬 孝 

１２番 木村 重美 

１３番 工藤 清 

◎欠席委員 １名 

２番 神 文人 

 
 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

１．開会 

 ただ今より令和３年第３回定例総会を開会致します。はじめに、工藤会長より

挨拶をお願いします。 

 

 

（会長挨拶） 

 

 

 それではこれから会議に入ります。鰺ヶ沢町農業委員会会議規則第５条の規定

により議長は会長が務めることとなっておりますので、議事は工藤会長が進行し

ます。会長、よろしくお願いします。 

 

  

 ただ今の出席委員は１３名中１２名でございます。よって本日の定例総会は定

足数に達しておりますので会議は成立致しました。 

（午前１０時００分） 

 

 

２．会期の決定 

 審議に入ります。まず会期の決定を議題と致します。本日の会期は、午前１０

時から正午までとします。この議題にご異議ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしということでありますので、本日の会期は午前１０時から正午までと

決定致します。 
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議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

３．会議録署名者の指名及び書記の任命 

会議録署名者の指名及び書記の任命については本総会会議規則第１４条第２

項の規定により議長が指名致します。会議録署名者を１番の兼岡委員、７番の工

藤委員にお願いします。書記については事務局職員にお願いします。 

 

 

４．諸般の報告 

 諸般の報告を事務局お願いします。 

 

報告第１号 

令和３年２月９日 

青森県農業委員会会長会議・研修会 

場 所：青森市ホテル青森 

出席者：工藤会長 

 

報告第２号 

令和３年２月１２日 

令和２年青森県りんご黒星病対策推進会議 

場 所：青森市東奥日報新町ビルＮｅｗ＇ｓＴｏ－ｏ 

出席者：事務局（齊藤） 

 

以上諸般の報告を終わります。 

 

 

５．議案の上程 

 議案の上程を致します。 

 

議案第１１号 農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可につい

て 

 

議案第１２号 農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承認につ

いて 

 

議案第１３号 令和３年度下限面積について 

 

 以上３議案を上程致します。 

 

 

６．議案の審議 

 議案の審議に入ります。議案第１１号農地法第３条第１項の規定に基づく農業

委員会の許可について事務局に説明を求めます。 

 

 

 今月の農地法第３条の許可申請は１議案４件です。議案は第１１号です。詳細

について申し上げます。 

 

番号６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字若山１９５番２０ 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １５，１４０㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ２３，２０１㎡  

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 

贈与による所有権移転です。 

 

番号７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字成沢５０番２ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ５，３３９㎡ 

外 畑２筆 合計３筆 

合計面積 ８，１３８㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 

売買による所有権移転です。 

 

番号８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋２７７番 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ８，７５７㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 １９，２９９㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 

贈与による所有権移転です。 

 

番号９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字石神１０番６ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ６，７２０㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 

売買による所有権移転です。 

 

 以上４件を申し上げましたが、資料５頁をご覧ください。 

 第２項の第１号から第７号までありますが、第７号をご覧ください。 

 番号６番および番号８番は現在水稲栽培を行っており、所有権移転後も同様の

管理を行うとのことです。番号７番は現在保全管理となっており、所有権移転後

はりんごの栽培等を行うとのことです。番号９番は現在保全管理となっており、

所有権移転後は大豆等の栽培を行うとのことです。 

いずれも冬期間のため現地の方は確認しておりませんが、図面等により利用状

況等調査いたしました。 

農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件のすべてを満たすと考え

ます。以上です。 

 

 

 それでは議案第１１号について早速審議に入ります。議案第１１号につきまし 
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議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てご異議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしとのことですので、採決致します。議案第１１号について原案のとお

り許可することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第１１号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員

会の許可について原案のとおり許可することに決定致します。 

 続きまして議案第１２号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の

承認ですが、番号３２番、３５番、３６番、６３番、６４番については、議事参

与の制限の規定に該当する案件ですので、関連する兼平昭光委員、工藤文信委員、

木村賢一委員には一時退席をお願いします。 

 

 

（兼平昭光委員、工藤文信委員、木村賢一委員一時退席） 

 

 

 それでは、番号３２番、３５番、３６番、６３番、６４番について事務局に説

明を求めます。 

 

 

議案第１２号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承認につい

てのうち番号３２番、３５番、３６番、６３番、６４番についてご説明致します。

１０頁をご覧ください。 

 

 

番号３２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字館前町字館ノ下９２番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ５，２５５㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積８，１９３㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりで、成年後見人との契約です。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

使用貸借での契約です。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号３５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字日照田町字野脇３０６番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ４１１㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 全部で０．５俵（白米）で契約しております。 

 

番号３６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字赤石町字世永２３４番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ２，６１７㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積１０，３６７㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号６３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須浜田１１７番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １３０㎡ 

外 田７筆 合計８筆 

合計面積４，２４２㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 全部で６俵（玄米）での契約です。 

 

番号６４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字小屋敷町字浮橋２４９番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ６，７２３㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り８，０００円で契約しております。 
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事務局 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の計画内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

 

 

 ただ今、議案第１２号番号３２番、３５番、３６番、６３番、６４番について

説明がありましたが、この件につきましてご異議ご質問等を許します。  

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

  

 異議なしとのことですので、それでは採決致します。議案第１２号番号３２番、

３５番、３６番、６３番、６４番について原案のとおり許可することに賛成の方

は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手）  

 

   

全員賛成ですので、議案第１２号番号３２番、３５番、３６番、６３番、６４

番について、原案のとおり承認することに決定いたします。 

退席していた委員は着席をお願いします。 

 

 

（兼平昭光委員、工藤文信委員、木村賢一委員一時着席） 

 

 

続いて、ただ今承認された以外の番号について事務局に説明を求めます。 

 

 

番号３２番、３５番、３６番、６３番、６４番を除く、議案第１２号農業経営

基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承認についてご説明致します。７頁を

ご覧ください。 

 

 １．所有権移転 

件 数           ０件 

 

地目別面積   田     ０㎡ 

畑     ０㎡ 

樹園地    ０㎡ 

計     ０㎡ 

 

 ２．利用権設定 

再設定  ３４件     ２４５，９６６㎡ 

新 規   ８件      ３６，０４３㎡ 

計   ４２件     ２８２，００９㎡ 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    契約内訳 

３年未満の契約    ０筆           ０㎡ 

３年から５年契約  ５９筆     １９６，７０８㎡ 

６年から９年契約   ０筆           ０㎡ 

１０年以上の契約  ４２筆      ８５，３０１㎡ 

計    １０１筆     ２８２，００９㎡ 

   

  貸手・借手内訳   

貸手農家    ４０名 

借手農家    １９名 

 

    地目別面積    

田     ２７２，６５２㎡ 

畑       ９，３５７㎡ 

樹園地          ０㎡ 

計     ２８２，００９㎡ 

 

３．総地目別面積    

田     ２７２，６５２㎡ 

畑       ９，３５７㎡ 

樹園地          ０㎡ 

計     ２８２，００９㎡ 

 

 

４．農地中間管理機構 

出し手農家    ２名 

受け手農家    １名 

 

地目別面積       

田            ０㎡ 

畑       ４９，５４３㎡ 

樹園地           ０㎡ 

計       ４９，５４３㎡ 

 

 

つづきまして詳細についてご説明致します。 

 

番号２９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字小森町字恩愛沢１４２番地２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，２１０㎡ 

外 田１０筆 合計１１筆 

合計面積１２，９５６㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号３０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字南金沢町字床夏２７６番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ８，４３２㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号３１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字深谷町字細ケ平１２番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，６５６㎡ 

外 田５筆 合計６筆 

合計面積７，３５７㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

使用貸借で契約しております。 

 

番号３３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字姥袋町字霜坂滝ノ下４１番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ６５５㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積３，３６７㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で法定相続人と契約しております。 

 

番号３４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字姥袋町字霜坂熊ヶ沢１４１番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，７２２㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で法定相続人と契約しております。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号３７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字下清水崎３２８番地２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，０６２㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ３年 

賃借料 １０ａ当り１０，０００円で法定相続人と契約しております。 

 

番号３８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字下清水崎２２７番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ８，９８９㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ３年 

賃借料 １０ａ当り１０，０００円で契約しております。 

 

番号３９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字下清水崎２２７番地２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，７６２㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積１０，５０５㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ３年 

賃借料 １０ａ当り１０，０００円で契約しております。 

 

番号４０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字下清水崎２９４番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ２，４９９㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積５，５４１㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り０．５俵（玄米）で契約しております。 

 

 



11 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号４１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字上山ノ井２２番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，５９８㎡ 

外 田５筆 合計６筆 

合計面積１１，６９４㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号４２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字中清水崎１７番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ２，８１１㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号４３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字笠前４３番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ４，０２７㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵で法定相続人と契約しております。 

 

番号４４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字笠前６０番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ４，１０５㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号４５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字響滝１２番地１ 

地 目 登記簿 田 
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    現 況 田 

面 積 １，９３４㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積４，８９６㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 全部で３俵（玄米）で契約しております。 

 

番号４６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字中清水崎６番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，３４２㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積５，２８９㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で契約しております。 

 

番号４７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生９６番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ２，４８４㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積３，８６０㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で契約しております。 

 

番号４８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野３５番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ５，０１９㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で契約しております。 

 

番号４９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野３５番地２ 
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地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，９２１㎡のうち３，３５８㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積７，１７９㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で契約しております。 

 

番号５０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生１番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，６１７㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号５１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生５８番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，７０５㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積３，９０３㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号５２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷８番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，８８４㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号５３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西禿１７番地１ 

地 目 登記簿 田 
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    現 況 田 

面 積 ４，５３３㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号５４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西禿１２番地３ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，７２０㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積６，３９８㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号５５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西禿１６番地２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ２，４６０㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積５，１２８㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１．５俵（玄米）で契約しております。 

 

番号５６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字若山５４５番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １３，４３６㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積２７，０８９㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ３年 

賃借料 １０ａ当り１０，０００円で契約しております。 

 

番号５７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字安田１０８番地１ 
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地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，６３０㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号５８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字安田９２番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，９９４㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号５９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字七尾３０７番地２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ５，０４０㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積３３，８４９㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 全部で６０万円で法定相続人と契約しております。 

 

番号６０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字南浮田町字東田大堤ノ沢５２番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，２６２㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号６１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字南浮田町字美ノ捨１３２番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，３２０㎡ 
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再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号６２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須前田１２４番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，４１５㎡ 

外 田４筆 合計５筆 

合計面積１７，３９０㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号６５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字新沢１８番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ５２３㎡ 

外 田４筆、畑１筆 合計６筆 

合計面積１５，３０６㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田、畑 

期 間 １０年 

賃借料 全部で５俵（玄米）で契約しております。 

 

番号６６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須浜田１２９番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，６７６㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号６７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須浜田１３２番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ９９７㎡ 

新規設定 
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利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で法定相続人と契約しております。 

 

番号６８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須浜田１３２番地２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，１３６㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積１，８８２㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号６９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須浜田１３６番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，１４１㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で法定相続人と契約しております。 

 

番号７０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須４５２番地 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ８７４㎡ 

外 畑１筆 合計２筆 

合計面積４，２６３㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 畑 

期 間 １０年 

使用貸借での契約です。 

 

番号７１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字下清水崎３４９番地１ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ８，５２０㎡ 

外 畑５筆 合計６筆 

合計面積４４，８５５㎡ 
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議長 

 

 

 

 

 

三上三樹委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

新規設定 

利用目的 畑 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりで、農地中間管理事業を利用して

おります。 

賃借料は全部で１００，０００円です。 

 

番号７２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字谷口３７９番地 

地 目 登記簿 原野 

    現 況 畑 

面 積 ４，６８８㎡ 

新規設定 

利用目的 畑 

期 間 １０年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりで、農地中間管理事業を利用して

おります。 

賃借料は１０ａ当り３，０００円です。 

 

以上の計画内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８ 

条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

 

 

 ただ今議案第１２号について説明がありましたが、この議案につきましてご異

議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

 ３番三上です。 

 番号４５番の利用権の設定を受ける者についてだが、住所が五所川原市になっ

ているがどういった方なのか。９町歩の田を借りて経営しているのか？ 

 

 

 その農家さんは鰺ヶ沢町出身で、農作業の時期は実家に戻って作業をされてい

ます。農地については主に実家周辺の農地を借りたり売買したりしています。 

 

 

その他にご異議、ご質問等はございませんか。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

異議なしとのことですので、さっそく採決致します。 

議案第１２号について原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願い

します。 
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議長 
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議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第１２号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積

計画の承認について、原案どおり承認することに決定致しました。 

続きまして議案第１３号令和３年度下限面積（別段面積）の設定について事務

局に説明を求めます。 

 

 

令和３年度下限面積（段別面積）の設定についてでありますが、この件につき

ましては、農地法一部改正以前には、鰺ヶ沢地区であれば２０ａ、舞戸地区が４

０ａ、赤石、中村、鳴沢地区は５０ａとして別段面積を決めていましたが、平成

２１年農地法改正により鰺ヶ沢町では２２年第１回定例総会で別段面積を設定

しないで鰺ヶ沢全地域が下限面積５０ａとなって現在に至っております。 

今回、国の指導により毎年１回、農業委員会総会において別段面積の取り扱い

について協議・審議するように指示があったことにより、議案提案として提出す

るものであります。 

令和３年度の下限面積の設定については記載のとおりとします。 

（１）として農地法施行規則第１７条第１項の適用について、現行の下限面積

５０ａの変更は行わない。理由として２０１５年の農林業センサスで、管内の農

家で５０ａ以上の農地を耕作している農家が全農家数の８割を超えているため。 

（２）として農地法施行規則第１７条第２項の適用について、現行の下限面積

５０ａの変更は行わない。理由として管内の耕作放棄率が２．８％と低く、新規

就農者の参入の妨げにならないため、５０ａを変更しないことにします。以上で

す。 

 

 

ただ今議案第１３号について説明がありましたが、この議案につきましてご異

議、ご質問等を許します。 

なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

異議なしとのことですので、さっそく採決致します。議案第１３号について原

案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第１３号、令和３年度下限面積（段別面積）の設定に

ついて、原案どおり決定することに致します。 

 

 

７．閉会 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上で本日の議案の審議は全て終了致しました。みなさんご協力ありがとうご

ざいました。 

 

（午前１０時４０分） 

 

 

８．その他 

 ・次回の総会は４月９日（金）午前１０時に開催予定。 

 

 

 

 

 

会    長    工 藤  清 

              

会議録署名者    兼 岡 正 英 

 

  〃       工 藤 修 二 

 

 

 

 

 


